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1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容 なし

部

〒373-0523　　　　　　　　

電話：０２７６－６２－２１２１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： koreikaigo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町高齢者等デマンド交通「ほほえみ」の運賃改定について

意見等の募集期間 令和６年８月３０日から令和６年９月３０日まで

意見等の受付件数 （郵便　人・HP　人・LINE　人・メール1人・FAX　人・持参2人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

　　　大泉町役場 健康福祉 高齢介護課 高齢福祉係

住所：大泉町大字吉田２４６５番地 １階　２番　窓口

（内線７４３） ０２７６－６２－２１０８

実施担当部署 健康福祉 部 高齢介護 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

1 １．概要
高齢者や妊婦以外でも希望者は誰でも利用で
きるようにしてください。

いただいたご意見につきましては、今後のデマ
ンド交通事業へのご要望として承りました。

2 １．概要
運賃の改定だけでなく運行先の追加をお願いし
たい。行先については館林市の慶友整形外科
病院等を加えていただきたい。

いただいたご意見につきましては、今後のデマ
ンド交通事業へのご要望として承りました。

3
２．改定の
内容

付添者については利用者にとって必要な人な
ので、無料にすべきだと思います。

デマンド交通の利用対象者につきましては、自
力で車両に乗降することができる人となってお
りますが、外出先において何らかの援助を必
要とする場合は付添者（12歳以上の者）を同乗
させることができます。利用者と同様に付添者
につきましても受益者負担の観点から、運賃を
負担していただいておりますのでご理解くださ
い。

4
２．改定の
内容

変更後の運賃については、概ね妥当と考えま
す。以前、要望した内容ですが意見を反映して
いただきありがとうございます。

今後も利用しやすいデマンド交通となるよう高
齢者福祉の推進を図ってまいります。

5
３．運賃改
定時期

賛成です。
今後も利用しやすいデマンド交通となるよう高
齢者福祉の推進を図ってまいります。

6 － 車イスの方も利用できるように検討すること。
いただいたご意見につきましては、今後のデマ
ンド交通事業へのご要望として承りました。

7 －
福祉タクシー利用券の１回の利用限度額をなし
にすることを求めます。

いただいたご意見につきましては、今後の福祉
タクシー推進事業へのご要望として承りまし
た。
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